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地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター事業報告書 
 
○ 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター概要 

１ 設立目的 

   地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターは、産業技術に関する試験、研究、

普及及び技術支援等を行うことにより、都内中小企業の振興を図り、もって都民生活

の向上に寄与することを目的とする。 

 

２ 事業内容 

① 産業技術に係る試験、研究及び調査に関すること。 

② 産業技術に係る普及、相談及び支援に関すること。 

③ 試験機器等の設備及び施設の提供に関すること。 

④ これらの業務に附帯する業務を行うこと。 

 

３ 第１期の取り組み目標 

  ① 新製品･新技術開発等のための事業化支援の推進 

  ② 試験研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進 

  ③ 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施 

  ④ 研究成果の普及と技術移転の推進 

 

４ 沿革 

   平成 ９年４月 東京都立工業技術センターと東京都立アイソトープ総合研究所が

合併し、東京都立産業技術研究所を設置 

   平成１２年４月 東京都立産業技術研究所に東京都立繊維工業試験場を統合 

   平成１８年４月 東京都立産業技術研究所と城東地域中小企業振興センター、城南

地域中小企業振興センター、多摩中小企業振興センターの技術部

門を統合するとともに、地方独立行政法人へ移行し、地方独立行

政法人東京都立産業技術研究センターを設置 

 

５ 役員の状況 

役員の定数は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款により、理事

長 1人、理事 2人以内、監事 2人以内。 

役員の任期は 2年。再任されることができる。 
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  理事長  井上 滉 

  理 事  鈴木 節男 

  監 事  宮内 忍 （非常勤） 

 

６ 業務の根拠となる法律 

   地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 

 

７ 組織 

   平成 18 年 4 月に理事長、理事、監事の下、4 部 1 プロジェクトチームで地方独立行

政法人東京都立産業技術研究センターを開設した。また、平成 18 年 12 月に独立行政

法人科学技術振興機構（JST）地域イノベーション創出総合支援事業「地域結集型研究

開発プログラム」への採択により、プロジェクトチームを解散し、地域結集事業推進

部を立ち上げた。（組織図 次ページ参照） 

 

８ 職員の状況 

305 名（平成 19 年 3 月 31 日現在。役員除く） 

 

９ 事業所の所在地 

    西が丘本部：東京都北区西が丘 3-13-10 

    城 東 支 所：東京都葛飾区青戸 7-2-5 

    墨 田 支 所：東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 12 階 

    城 南 支 所：東京都大田区南蒲田 1-20-20 

    駒 沢 支 所：東京都世田谷区深沢 2-11-1 

    多 摩 支 所：東京都立川市曙町 3-7-10 

    八王子支所：東京都八王子市明神町 3-19-1 

 

10 資本金の状況 

   11,059,545 千円（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
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図１ 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター組織図 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
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○ 平成 18 年度の事業概要 

Ⅰ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

に取るべき措置 

１ 新製品・新技術開発や新規事業分野への展開のための事業化支援の推進 

(1) 製品化支援 

①財団法人東京都中小企業振興公社との連携 

東京都立産業技術研究センター（以下、「産技研」という）は、効率的に東京都に

おける中小企業振興を図るため、経営支援を実施する財団法人東京都中小企業振興

公社（以下、「公社」という）と業務協定を締結し、産業技術を一体的に支援する体

制を整備した。また、城東、城南、多摩の３地域中小企業振興センターの運営に関

して、事業実施主体の東京都、産技研及び公社の３機関が、適切に事業運営を行っ

ていくために、この３振興センターのセンター長を産技研の支所長が兼任すること

で、産技研が主体的に各地域の中小企業振興の総合的支援を実施した。 

これらの協定に基づき、公社、３振興センター及び東京都知的財産総合センター

と連携し、助成事業の技術審査業務、産技研施設公開及び展示会への共同出展など

共同で事業を実施した。 

②デザインセンターの開設 

  システムデザインを総合的に支援する拠点として、西が丘本部に「デザインセン

ター」を９月に開設した。デザインセンターでは、コンピュータモデルを駆使して

解析を行う CAE(Computer Aided Engineering)やスピーディな試作品作りのための

RP(Rapid Prototyping)、売れる商品の企画から販売促進までの開発手法、プロモー

ションのためのグラフィックデザインなど、もの作りの流れに沿ったデザインを支

援する機器を導入し、スピーディな支援を実施した。利用実績は、機器利用 533 件、

技術相談 308 件であった。 

  また、中小企業の商品企画・開発力を強化するための実践セミナー「デザイン創

造塾」を開催し、11 企業が受講した。このセミナーは、計 29 日(93 時間)の規模で

実施し、期間中に新商品開発企画を立案した受講企業もあるなど、実践セミナーの

目的を達成した。 

  その他、デザイン活用力を向上するためのセミナーを６講座実施し、延べ 223 名

の受講者があった。 

③中小企業が技術開発を実施する場の提供 

  新製品・新技術開発を目指す中小企業の支援施設として、「製品開発支援ラボ」を

西が丘本部に３室設置した。また、産技研と共同で研究開発を実施しようとする中

小企業の迅速かつ実効性のある研究活動への支援を目的として、共同研究の相手企

業が利用する「共同研究開発室」２室を設置し、入居率はいずれも 100%であった。 
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利用者の研究開発スピードの向上を目的として、「製品開発支援ラボ」及び「共同

研究開発室」の利用時間を、午前 8時 30 分から午後 8時までとした。午後 5時以降

の夜間利用時間帯を利用した比率は、5室合計で 77%であり、入居企業の活動支援に

貢献した。産技研と入居企業が共同で取り組んだことにより、入居企業は地域結集

型研究開発プロジェクトへの参画、特許出願及び製品化支援など成果を得ることが

できた。 

  ④機器利用サービスの提供 

  中小企業の新製品開発や品質管理を支援するために、各種の測定器や試験機器・

設備等を設置し、企業に開放するとともに、その使用方法や試験データの解析法に

ついて技術的なアドバイスを実施した。平成 18 年度の機器利用実績は、中期計画の

目標件数を上回る 32,338 件であった。 

  また、夜８時まで利用できるよう体制を整備し、150 件の利用があった。 

⑤利用企業への支援組織の設置 

  「デザインセンター」や「製品開発支援ラボ」、「共同研究開発室」、「機器利用サ

ービス」を活用する中小企業への一層の支援を図るため、事業化支援部に製品化支

援室を新たに設置し、利用企業からの技術相談から機器利用などの事業執行までを、

迅速、効率的に実行できる体制とした。 

 

(2) 産学公連携の推進 

  ①コーディネータ等による連携 

  a)連携事業の推進 

    産技研の連携事業への取り組みとしては、職員一人一人が専門のコーディネータ

という意識を持って、連携事業に取り組んだ。 

 また、都から委嘱された産学公連携コーディネータ 5 名については、西が丘本部

又は墨田支所に配置し、企業からの技術相談を 388 件実施し、大学等の共同研究の

契約の経費を助成する「産学公スタートアップ事業」16 件を含む、28 件の共同研究

や受託研究に結びつけた。 

都や公社が主催する情報交換の場へ合計 3 回コーディネータを派遣し、企業から

の産学公連携の相談に積極的に対応した。 

  b)他機関との連携 

産学公連携強化のため、コラボ産学官とオムニ TLO と協定を締結し（コラボ産学

官：8月、オムニ TLO：9 月）、適切な研究機関とのスピーディなマッチングの体制を

整備した。その他、学協会や金融機関等との連携を図ることにより、各種支援事業

への間口を広げ、事業の連携を強化した。 
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都が運営する「ものづくり新集積形成事業」では、支援グループの採択や採択さ

れた６グループに技術支援担当者の派遣などの協力を行い、事業が円滑に進むよう

な支援を実施した。 

    全国の大学と東京都の中小企業が日常的に出会える場の提供として、西が丘本部

に「産学公イノベーション・ハブ」を設置し、利用者へ開放した。収集した全国の

大学等 98 機関の技術シーズ集を閲覧でき、そこで、産学公連携拠点・異業種交流・

共同研究等の打ち合わせや連携を実施することで、効果的な事業推進を実現した。 

都、埼玉県、千葉県、神奈川県の公設試験研究機関（以下、「公設試」という）が

首都圏テクノナレッジ・フリーウェイを共同で運営し、インターネットで首都圏の

公設試の技術情報を提供することや、設備情報の横断的検索や技術相談が可能とな

り、利用者へのワンストップサービスを充実する取り組みを実施した。 

  ②区市町村等との連携強化 

    全事業所で地域の情報連絡会議等への職員派遣を行い、区市町村との連携強化を

図った。また、自治体が主催する展示会への出展や助成事業の技術審査に協力し、

産業振興に係る事業に貢献した。 

  ③都や他の試験研究機関、大学、企業との人材交流制度の構築及び相互交流による技

術力の向上と人材の育成 

    「人事規程」、「兼業等規程」及び「一般職員派遣研修要綱」などの規程類を整備

した。大学、工業団体、自治体への非常勤講師、大学院博士課程への社会人派遣研

修（3名）、大学との共同研究（16 テーマ）、都へ職員派遣（2名）を実施し、相互交

流により技術力の向上と人材の育成を図った。 

    また、学協会が有するシーズを都内中小企業のものづくりに活かすため、最新の

技術情報取得と交流の場を提供する学協会連携事業を開始した。産技研と学協会と

の共催によるセミナー等を開催し、社団法人電気学会など、4団体と事業を実施した。 

  ④首都大学東京及び産業技術大学院大学との連携 

    首都大学東京及び産業技術大学院大学と事業連携を推進する協定を締結した。首

都大学東京とは共同研究の実施（3 件）、相互の産学公コーディネータの交流やセミ

ナー講師派遣などの事業連携を実施した。また、産業技術大学院大学とは、オープ

ンインスティテュート（OPI)「組み込み技術講座」への職員派遣、実習教材やテキ

スト開発などの連携事業を実施した。 

  ⑤研修学生の受入 

    一定期間の大学生等の受入として、学部生及び大学院生（11 機関 27 名）、インタ

ーンシップ学生（3機関 8名）また、資格等の取得への協力として、衣料管理士資格

取得のための実習指導（8 大学 16 名）、都立技術専門校の機械系実習指導（80 名）

及び放射線医療管理のための実習指導（50 名）を行った。 

6 



  ⑥異業種交流グループによる支援 

    26 企業から構成された新たな異業種交流グループの立ち上げや定例会の開催等の

支援、既存の 21 グループの活動支援を行った。グループ間の交流を深めるために、

全 22グループの異業種交流メンバーや自治体等が一堂に会する合同交流会を開催し、

191 名の参加があった。異業種交流事業として、全 73 回の定例会を開催し、1,016

名の参加があった。 

(3) 助成、融資及び表彰等に関する評価支援 

都、区市、工業団体等から受託した技術審査について、45事業の審査に携わり 2,580

件の技術審査を実施した。また、区が実施する助成事業の技術審査について、その

９割を産技研が実施することにより、中核的な役割を果たした。 

(4) 知的財産権の取得及び活用の促進  

    法人化に伴い、旧産技研が保有していた特許権を含め、知的財産権の管理体制を

整備した。知的財産権取得に向けた取り組みとして、研修の実施や東京都知的財産

総合センター（以下、「知財センター」という）と事業協力を行い、10 件の特許出願

を行った。 

    また、保有する特許の活用促進を図るため、展示会や知財センターが発行するハ

ンドブック、産技研ホームページにて広報活動を実施し、保有する特許について企

業等に 17 件使用許諾した。 

 

２ 試験・研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進 

(1) 依頼試験 

   ①依頼試験事業の信頼性向上への取り組み 

     依頼試験の信頼性向上への取り組みとして、計量法校正事業者登録制度（JCSS）

の登録区分「電気」への申請を行い、平成 18 年 12 月に事業所登録され、依頼試

験業務を開始した。 

また、新たに「中小企業への計量標準供給基盤強化事業（中小企業知的基盤整

備事業費補助金）」（第１回公募）の競争的外部資金に応募し、補助金を獲得し、

登録区分「温度」取得へ向けた取り組みを開始した。 

   ②利用者の利便性向上へ向けた取り組み 

     全事業所で共通して利用できる「ご利用カード」の発行（発行枚数：約 6,400

枚）による依頼手続きの簡素化を図り、利用者サービス向上への取り組みを行っ

た。また、コンビニエンスストアや銀行振込による利用料の支払い方式の導入に

より、利用者の利便性向上に努めた。 

   ③オーダーメード試験の実施 

     従来から要望のあった、JIS 等の規定がない個別の試験の要望に応えるため、オ
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ーダーメード試験を新たに導入し、168 件実施した。 

④機器精度の確保と品質保証体制の確立 

  機器精度の確保と品質保証体制を維持する組織として、製品化支援室技術監理

係を設置した。 

機器の保守校正・修理の確実な実施、利用企業からの名義使用の申請管理及び

不正利用への勧告などを実施することで、試験の品質向上と信頼性確保に努めた。 

⑤機器の導入・更新 

     利用者へのアンケート調査や業種別交流会などを通して、中小企業ニーズや技

術動向の把握に努め、運営費交付金での予算化や自転車振興会補助制度等の外部

資金を活用しながら、試験・研究機器の導入・更新を図った。 

   ⑥依頼試験実績 

     品質の証明、製品評価、製品開発、トラブルの原因究明など様々な依頼試験

81,727 件を実施し、中小企業の生産活動支援に貢献した。 

(2) 技術相談 

技術相談において、①利用者からの問い合わせに対するワンストップサービスを

行うための手引きを作成し、職員に配布、②利用者の情報セキュリティに配慮した

相談ルームの設置などのサービス向上に取り組んだ。 

    また、産技研職員を生産現場へ派遣する技術支援実績は、487 企業、888 件に達し

た。また、産技研の保有していない技術については、専門知識を有する外部専門家

（エンジニアリングアドバイザー）を派遣する制度を新たに導入し、60 企業、派遣

日数 332 日を実施し、課題の解決を図り、利用者の要望に応えた。 

    利用者への迅速な対応として、新たに電子メールによる技術相談を開始し、6,906

件を実施した。電子メール相談を含む、来所や電話による技術相談は、中期計画の

目標件数を大きく上回る 76,184 件を実施し、利用者の製品開発支援や技術課題の解

決に貢献した。 

(3) 業界団体等への技術協力 

業界団体への技術協力として、ガラス工業会や繊維業界団体等と 6 回の業種別交

流会を開催し、研究成果や業界への技術情報の提供、技術課題へ向けた取り組みを

実施した。 

   また、中小企業の技術者等で構成する 29 団体の技術研究会を支援し、合計 130 回

の会議等を開催し、2,097 名の参加があった。技術研究会の活動により、新規技術情

報の収集、商品化及び意匠登録、技術教本の発行等や、活動成果を産技研の研究発

表会で発表するなどの成果があった。 

 

３ 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施 
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(1) 基盤研究    

試験技術や評価技術の質の向上、蓄積した技術の提供による的確な相談支援、中

小企業に対する一歩先の技術の提供、職員の技術レベルの向上など、産技研を利用

する中小企業のニーズへ迅速かつ的確に応えられる機能を確保・向上させるための

研究を「基盤研究」と位置づけ、推進した。産技研を利用する中小企業のニーズに

応えるべく、ナノテクノロジー、IT、エレクトロニクス、システムデザイン、環境、

少子高齢・福祉、バイオテクノロジーを重点 7 分野と設定し、これに該当する研究

テーマ 39 を含む、合計 59 テーマを実施した。 

(2)  共同研究 

   企業、業界団体、大学、試験研究機関等が協力し、それぞれが持つ技術を融合し

て、応用研究や一歩進んだ技術の実用化・製品化に向けた共同研究を推進した。 

   ホームページ等で共同研究を公募することにより、25 テーマの共同研究を実施し

た（年度当初 20 テーマ、年度途中 5 テーマを採択）。共同研究機関との特許出願

や製品化支援など大きな成果を得ることができた。その他、大学等との共同研究推

進として、11 テーマを実施した。 

 (3)  外部資金導入研究・調査 

    産技研の基盤研究成果の発展及び外部技術との融合により大きな成果を導き出す

ことを目的として、提案公募型研究に積極的に応募し、13 件の研究課題に取り組ん

だ。また、企業からの委託に基づき産技研が短期の研究・調査を行う受託研究を、

13 件実施した。外部資金獲得額は、提案公募型研究と受託研究を合わせて、合計 26

件、約 1億 4千万円に達した（地域結集事業を除く）。中期計画の目標額である 1億

円を大きく超える外部資金を獲得できた。 

    また、独立行政法人科学技術振興機構（JST）地域イノベーション創出総合支援事

業「地域結集型研究開発プログラム」へ、産技研が中核機関として 7大学 9研究室、

12 企業、1協同組合、2公設研究機関を取りまとめ、意欲的に取り組んだ結果、採択

され(平成 18 年 12 月)、約 8千万円を獲得できた（平成 18 年度分）。 

    科学研究費補助金の資格獲得を目指し、文部科学省に指定機関への申請を行い、

認可された（平成 19 年 3 月）。平成 19 年度以降、科学研究費補助金による共同研究

を推進できる体制を整備した。 

 (4)  研究評価制度 

    産技研内部委員による研究課題審査委員会を開催し、研究テーマの採択や研究進

捗状況の確認及び研究成果の評価等を行った。学識経験者及び産業界有識者等の外

部評価委員(12 名)による研究課題外部評価委員会を事前評価と事後評価の 2 回実施

した。評価結果をホームページにより外部に公表するとともに、外部評価委員から

の意見・提言を研究実施内容や事業運営に反映させた。 
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４ 研究成果の普及と技術移転の推進 

(1) 技術セミナー、講習会及び研究発表会等の開催 

    中小企業の技術力向上や技術者の育成を図るため、技術セミナー及び講習会を 80

件実施し、延べ 2,193 名が受講した。 

    研修のテーマやカリキュラムなどは、技術動向や利用者ニーズを踏まえた見直し

を実施し、要望が多い「組み込みシステム技術」等を今年度から開始した。また、

応募の多かった「3 次元 CAD 研修」や「3D モデル試作」は、追加実施し、利用者の

要望に応えた。 

    セミナー・講習会は内容と実施規模に応じ、5つに分類しており、各種別での実施

状況は以下のとおりである。 

a) 長期専門研修：30 時間以上の実習を伴う研修 

    実施件数 6 件、受講者数 130 名 

b) 短期専門研修：30 時間未満の実習を伴う研修 

    実施件数 45 件、受講者数 440 名 

c) 技術セミナー：１日の研修 

    実施件数 25 件、受講者数 1,478 名 

d) デザイン実践セミナー 

   ・ デザイン創造塾 11 社受講 

   ・ デザイン実践セミナー成果発表会公開プレゼンテーション 受講者数 70 名 

e) ものづくり IT 技術開発・実用化支援事業技術セミナー 

    金属光造形複合加工セミナー 2 講座、受講者数 64 名 

 

    今年度から新たに企業、団体の要望に沿った研修や地域の産業の特性に応じた研

修に対応するためオーダーメードセミナーを導入し、97 件を実施した。このセミナ

ーの特徴は、依頼者の要望により現地でのセミナー開催が可能であることで、16 件

の利用があった。 

 

    研究等により得られた成果を中小企業等に普及するため、西が丘本部及び墨田支

所（江戸東京博物館）の 2会場で研究発表会を開催し、合計 61 テーマの発表を行っ

た。  

また、神奈川県や埼玉県などの公設試と連携し、相互の研究発表会で成果発表を

行うなどの取り組みを行った。 

 

    都民や利用者に産技研の事業紹介や成果普及などを行う目的で、全事業所で施設
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公開や施設見学を行った。施設公開では 5,448 名、施設見学では 4,150 名の来所者

があり、見学者の要望に沿ったコースを設定して対応した。 

 

(2) 職員の派遣 

    学術団体や産業界の評議委員や専門委員及び学協会の座長、技術審査事業の面接

委員や現地審査委員として延べ 454 人の職員を委託団体へ派遣し、社会への知的貢

献を積極的に進めた。 

 (3) 各種広報媒体を活用した情報提供 

    利用者に産技研の事業や研究成果、所有機器の情報を積極的に提供するため、マ

スコミ報道（テレビ・ラジオ 39 回放送（再放送 15 回含む）、新聞・雑誌 106 件）

や産技研メールニュース（発行数 61 回、送付数 2,500 件）、ホームページ、刊行物

（TIRI ニュース：発行数 11 号、部数 5,000）などを活用して、最新情報の発信を行

った。 

 (4) 展示会等への参加 

    産業交流展等、都や区市町村等が開催する 29 の展示会等に参加し、産技研の保有

する技術や成果の普及に取り組んだ。 

 

５ 情報セキュリティ管理と情報公開 

職員が職務上知り得た秘密の守秘義務を徹底するため、情報管理体制を整備し、「情

報保護のための基本方針（情報セキュリティポリシー）」や情報セキュリティ規程を策

定し、産技研ホームページに公開した。 

情報セキュリティや公益通報制度、汚職等非行防止などのコンプライアンスに関す

る研修を全職員対象に実施し、情報管理に対する意識付けを徹底した。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織体制及び運営 

(1) 機動性の高い組織体制の構築 

   事業の効率的な執行体制とするため、平成 18 年 4 月、4部制の新組織を構築した。

新たに事業化支援部を立ち上げ、中小企業の事業化・製品化を重要な事業として位

置づけた。 

   また、研究開発をより効率的、効果的に実施するために、研究開発部を 2 部制と

するなど、研究支援体制の整備や充実を図り、事業化支援部と協力し、総合的に支

援する体制を整備した。 

緊急的課題に対応するため、プロジェクトチームとして「都市の安全安心技術開

発プロジェクト」を立ち上げた。独立行政法人科学技術振興機構（JST）の「地域結
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集型研究開発プログラム」の採択に伴いプロジェクトチームを廃止し、平成 18 年 12

月に地域結集事業推進部を設置した。 

(2) 職員の能力開発 

   中小企業支援に必要な技術力向上を目的として、外部の専門技術研修などに、延

べ 600 名を超える職員派遣を行い、また、外部講師を招いて産技研内で専門研修を

実施するなどの人材育成を行った。 

(3) 職員の能力向上につながる業績評価及び任用・給与制度の導入 

    産技研独自の人事・給与制度を導入し、職責・業績を反映させた給与制度や業績

評価と連動させた昇任制度、業績評価を反映させた賞与制度とした。 

    業績評価の実施にあたっては、自己申告制度の導入により事業目標を明確化する

ことで、職員の意欲の向上、業務遂行能力の向上を実現できる制度とした。また、

人事考課制度に関する苦情処理について、「評価に係わる苦情処理相談実施要領」を

制定し、人事考課制度の公平性、透明性、納得性の向上を図った。 

(4) 企画調整機能の強化 

   戦略的な事業運営を推進するため、産技研全体の重要事項の決定部署として経営

企画本部を設置し、企画立案機能や調整機能を強化した。経営企画本部では、評価

委員会からの意見を反映し、中期計画及び年度計画を策定した。また、迅速に事業

実績を把握し、事業計画の策定や経営資源の適正な配分を行った。 

(5) 業務改善に係る利用企業調査結果の反映 

   産技研利用者に「産技研の利用に関する調査」を実施し、利用者の成果の習得度

や達成度等、アウトカムの視点からの事業評価を実施した。 

調査結果を分析し、事業成果をより大きなアウトカムへ繋げるため、事業運営や

支援方法へ分析結果を反映させた。 

 

２ 業務運営の効率化と経費節減 

(1) 業務の適切な見直し 

    法人化に伴い、業務内容と運営方法の見直しとして、契約制度については、複数

年契約制度や入札情報の公開により競争性の高い入札制度、物品の集中調達制度な

どの導入により、事務の手続きの効率化や経費削減を図った。 

    また、民間の経験を生かせる業務や定例的業務、臨時的な業務増大に対応するた

め、人材派遣や業務委託の積極的な活用や、外部の専門家へアウトソーシング可能

な社会保険業務等は、アドバイザリー契約を締結し、外部への委託を行った。 

(2) 情報化の推進 

    依頼試験受付等の業務、庶務管理、人事・給与、財務会計などに、新たなシステ

ムを導入し、全事業所の情報の一元化と業務の効率化を図った。 
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 また、ビジネスソフトの掲示板機能を活用した職員への情報通知や職員のスケジ

ュール管理、機器の予約状況など、情報共有化を実施した。情報の共有化を推進し、

利用者からの技術相談に対してワンストップで対応できるよう努めた。 

(3) 業務運営全体での効率化 

    平成 19 年度からの前年度比 1.0%の財務運営経費削減を図るため、業務運営の効率

化と経費の削減に取り組んだ。 

(4) 資産の適切な管理運用 

法人資産の適正かつ効率的な管理及び安定的な資金運用を行うため、「固定資産管

理規則」及び「資金管理規則」を策定し、これに基づき、適正に資産管理を行った。 

(5) 剰余金の適切な活用 

    剰余金を活用するため、剰余金活用検討委員会を立ち上げ、戦略的機器整備計画

などを策定した。 

13 



Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算 

 （単位：百万円）

差額

（決算－予算）

収入

運営費交付金 5,166 5,165 0

施設整備費補助金 38 24 △ 13

自己収入 640 680 40

事業収入 334 349 15

補助金収入 12 9 △ 2

外部資金研究費等 70 124 54

その他収入 224 196 △ 27

地域結集型研究開発プログラム － 80 80 （注）

収入　計 5,844 5,950 106

支出

業務費 4,512 3,982 △ 529

試験研究経費 1,221 1,311 90

外部資金研究経費等 70 124 54

役職員人件費 3,221 2,546 △ 674

一般管理費 1,332 1,126 △ 205

地域結集型研究開発プログラム － 80 80 （注）

支出　計 5,844 5,188 △ 655

収入　－　支出 － 761 761

（注）「地域結集型研究開発プログラム」は、総経費のうち独立行政法人科学技術振興機構からの業務委託費に係る
経費を記載しています。計上額には独立行政法人科学技術振興機構からの無償貸与分（３８百万円）を含んでいま
す。

区分 予算 決算 備考
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２ 収支計画 

 

（単位：百万円）

差額

（実績－計画）

費用の部 5,706 4,872 △ 833

経常費用 5,706 4,733 △ 972

業務費 4,231 2,979 △ 1,251

試験研究経費 940 386 △ 553

外部資金研究経費等 70 46 △ 23

役職員人件費 3,221 2,546 △ 674

一般管理費 1,332 1,019 △ 312

減価償却費 143 662 519

地域結集型研究開発プログラム － 42 42 （注）

財務費用 － 30 30

臨時損失 － 138 138

収入の部 5,706 5,271 △ 434

経常収益 5,706 5,132 △ 573

運営費交付金収益 4,897 3,812 △ 1,084

事業収益 334 349 15

外部資金研究費等収益 70 46 △ 23

補助金等収益 38 22 △ 15

その他収益 224 196 △ 27

地域結集型研究開発プログラム － 42 42 （注）

財務収益 － 0 0

資産見返運営費交付金等戻入 27 537 510

資産見返物品受贈額戻入 115 121 6

資産見返補助金等戻入 1 2 1

臨時利益 － 138 138

純利益 － 398 398

総利益 － 398 398

（注）「地域結集型研究開発プログラム」は、総経費のうち独立行政法人科学技術振興機構からの業務委託費に係る経費を
記載しています。

計画 実績 備考区分
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３ 資金計画 

 （単位：百万円）

差額

（決算－予算）

資金支出 5,844 5,906 62

業務活動による支出 5,563 3,711 △ 1,851 （注）

投資活動による支出 281 455 174

財務活動による支出 － 454 454

翌年度への繰越金 － 1,284 1,284

資金収入 5,844 5,906 62

業務活動による収入 5,844 5,906 62

運営費交付金による収入 5,166 5,165 0

事業収入 334 355 21

外部資金研究費等による収入 70 19 △ 50

補助金等による収入 50 46 △ 3

その他の収入 224 238 14

地域結集型研究開発プログラム － 80 80

前年度よりの繰越金 － － －

（注）「業務活動による支出」には、独立行政法人科学技術振興機構からの地域結集型研究開発プログラム業務委託費に係
る経費を含んでいます。

区分 予算 決算 備考
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Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

   年度計画 ： 15 億円 

 

   年度実績 ： なし 

 

Ⅴ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

 

   年度計画 ： なし 

 

   年度実績 ： なし 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

年度計画 ： 決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援及び研究開発の

質の向上と組織運営及び施設・設備の改善に充てる。 

 

   年度実績 ： 平成 18 年度の剰余金は約 4億円を予定。 

 

 

Ⅶ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設・設備の整備と活用 

新拠点整備に伴い、駒沢支所の放射線利用施設の廃止計画を取りまとめ、法令に基

づく作業手順の確認や、文部科学省などの関連部署との調整を行った。 

東京都が着手する区部及び多摩地域の支援拠点整備に、関係部局との連携や情報交

換を密にし、積極的に協力し、整備事業を推進した。 

 

２ 安全管理 

(1) 安全衛生管理体制の整備 

 ①産技研全体の安全衛生管理体制を整備 

   産技研全体の安全衛生管理体制として、「安全衛生管理規程」、「健康診断実施要綱」、

「労働安全衛生保護具措置要綱 」等の規程を整備した。また、「安全衛生委員会」

や「安全衛生推進部会」を設置し、各職場状況に応じた自主的な安全衛生活動を推

進した。部会の主な活動として、①月１回以上の安全衛生推進部会の開催、②職場

巡視による災害可能性の摘出と排除の実施、③安全衛生朝礼の実施（安全手帳の活
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用）などを実施した。 

安全教育への取り組みとして、産技研独自に職員による「安全手帳」を作成し、

全職員への配布やヒヤリ・ハット事例の情報共有を行った。また、安全衛生管理の

主な取り組みとして、作業環境測定、保護具の配布、各種健康診断や健康相談を行

った。 

  ②放射線等の安全管理 

放射線障害防止関連法令の規定に基づき、管理や教育及び夜間訓練等の放射線管

理を適正に実施した。 

文部科学省の放射線利用施設事業所における法定定期点検（5年毎）及び法令改正

に伴う定期確認（5年毎）を受検した。 

放射線利用施設では放射線利用施設連絡協議会を開催し、地元住民との連絡を密

にすることで、施設の事業運営に対する理解と協力が得られ、信頼関係を構築して

いる。 

(2) 災害等に対する危機管理体制の整備 

大規模災害に備え、産技研内部の危機管理体制を全事業所で整備し、消防訓練や

自動体外式除細動器（AED)の機器設置や救命講習会への参加等各種取組及び活動を

実施した。 

 

３ 社会的責任 

(1) 環境への配慮 

    省エネルギーの推進等として、水道及び空調用重油流量調整や恒温恒湿室の空調

停止の実施などにより、環境への配慮を実施した。 

    廃棄物については、分別収集の実施や、法令に従い廃棄物の廃棄マニフェストを

確認し、適正な処理を実施した。 

 (2)  法人倫理 

    適切な職務執行を行うため、職員就業規則や人事規程など、100 を超える規程類を

整備した。また、利用者への個人情報保護や公益通報の処理に関する要綱等の規程

を整備した。 

利用者が来所された際に、産技研からの個人情報の利用についての同意確認を、

「入館受付シート」で行い、適切に対処した。 

情報セキュリティなどコンプライアンス研修を全職員対象に実施し、法人倫理に

関する意識付けを行った。 
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